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資料１ 市民政策コメントの実施結果について 

 

 
「第８期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）」 

市民政策コメントの意見及び意見に対する市の考え方 

   
 
１．募集期間 令和２年１２月２２日～令和３年１月２２日  

２．募集結果 ２４件（項目別件数は３５件）  

３．提出された意見等と市の考え方  

意見の概要  市の考え方  

・年金額に対して介護保険料の負担

が重過ぎる。  
・基金を活用して介護保険料を引き

下げてほしい。  
・介護保険料は引上げるべきではな

い。  
など、計１５件

介護保険料の積算にあたっては、可能な限り介

護給付費等準備基金を活用する等して、被保険

者の負担軽減に努めるとともに、所得段階に応

じた軽減を図るために国の基準より細分化し

た所得段階区分と本市独自の軽減制度を継続

します。  

・経済的に困窮している人でも安心

してサービスが受けられるように希

望する。 

・サービス利用時に利用料が生じる

が、引下げて利用しやすいものにし

てほしい。 

計２件

介護サービスの利用者負担は、所得に応じて 1
割～ 3 割と定められていますが、経済的に困窮

されている方でも安心してサービスが受けら

れるよう、①１か月に支払った世帯の利用者負

担の合計が上限額を超えた場合は、超えた分が

「高額介護サービス費等」として後から支給さ

れる。②低所得者の方が介護保険施設やショー

トステイを利用された場合は、食費・居住費の

負担が軽減される。③社会福祉法人において

も、介護サービス費・食費・居住費の軽減制度

がある。等の制度も設けられているところで

す。  

地域で「福祉のまち」づくりに取り

組むための支援をしてほしい。 

地域住民の方々が「福祉のまち」づくりに取り

組むための支援については、地域包括支援セン

ターや生活支援コーディネーターが中心とな

って支援を行います。  
本計画の「施策 02-02 包括的な支援体制の構

築」で、地域包括支援センターが地域福祉向上

のけん引役としての役割を果たしていくこと

や「施策 02-04 生活支援サービスの充実」に

おいて、生活支援コーディネーター（地域支え

合い推進員）による地域のネットワーク構築の

取り組みを位置づけています。  
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意見の概要  市の考え方  

介護保険の内容が難しいが、介護保

険について学習する場がない。 

家族が必要とする時期に初めて介護

保険に関わるという状態で、実際の

介護保険の有効な使用方法などを支

援してほしい。 

・介護保険制度について鳥取市公式ウェブサイ

トでご案内するとともに新たに 65 歳になられ

た方にパンフレットを同封する等して周知を

図っているところです。  
・地区集会所等に出向き説明会等を開催するな

ど、今後も、より分かり易い情報発信に努めな

がら介護保険制度の周知に努めます。  
・提供される介護サービスがより有効なものと

なるよう「施策 01-01 健康づくり・介護予防

の推進」「地域リハビリテーションの推進」に

おいて、リハビリテーション専門職による要支

援・要介護者の生活の質の向上や通所介護・訪

問介護等の質の向上の支援を位置付けていま

す。  

計画・制度が適用される人は良いが、

適用されない（見放される状態）の

人もいるのではないか？ 

・「施策 02-02 包括的な支援体制の構築」にお

いて、地域住民や福祉関係者、介護事業者、医

療機関、警察等といった皆さんとの信頼関係を

深めていくことで、支援が必要な高齢者やその

家族からのＳＯＳを早期にキャッチし、適切な

支援を迅速に行えるよう取り組むこととして

います。  
・「施策 02-06 権利擁護施策の推進」において、

市長による法定後見の開始の審判の申立てや

高齢者虐待の防止及び早期発見に取り組むこ

ととしており、支援が必要な方が見過ごされる

ようなことがないよう取り組むこととしてい

ます。  

計画の実施には、各地区で活動され

ている社会福祉協議会、民生委員等、

福祉に係わる団体や個人との連携も

重要な要素だと感じており、計画案

に盛り込んでほしい。 

・地域包括ケアシステムの推進には各地域の関

係団体との協力が不可欠であり「施策 02-04
生活支援サービスの充実」の方向性を以下のと

おり修正します。  
 
地域福祉活動などの「互助」の取組みが一層広

がりをもつよう、各地区で活動されている社会

福祉協議会、民生委員等、福祉に係わる団体や

地縁組織等と連携して取り組みます。  

「地域包括ケアシステムのさらなる

進化・推進を図り」とあるが、現状

はまったく進んでいないのではない

か？ 

地域包括ケアシステム推進の中心的役割を担

う地域包括支援センターをこれまので５か所

から１０カ所の地域密着型センターとそれを

統括する基幹型センター１カ所に再編・拡充す

る取り組みを進めています。  
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意見の概要  市の考え方  

住民ボランティア、地域の支え手・

担い手は、ほとんどが高齢者という

のが現状である。働く世代が積極的

に社会参画をする働きかけを強化す

ることが大切ではないか。 

住民ボランティア、地域の支え手・担い手は、

ほとんどが高齢者というのが現状であり、働く

世代が積極的に地域のボランティア活動等に

参加することが重要です。本市としても第 11
次鳥取市総合計画で地域活動に参加したこと

がある市民の割合増加を評価指標として取り

組むこととしているところです。  

地域包括支援センターが運営委託と

なりつつあるが、組織や運営の低下

につながることはないのか、担当課

がしっかり監督をしてほしい。 

地域包括支援センターは、これまでも社会福祉

法人等から専門職に出向いただき、市と社会福

祉法人と一緒になって運営してきたところで

す。地域包括支援センターの再編・拡充につい

ては、地域に密着した活動実績を有する社会福

祉法人に運営委託を行いながら、より地域に密

着したセンター運営を目指すものであり、地域

密着型のセンターの再編・拡充と併せて市直営

の基幹型地域包括支援センターを設置するこ

とで、今後も社会福祉法人等との協働によって

地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組ん

でまいります。  

「地域ケア会議」とはどういう組織

かわからない。 

地域ケア会議については計画に注釈を追加す

ることとします。  

地区社会福祉協議会の組織や運営に

ついては地域により様々だが取組み

が形骸化してきており、地縁団体や

地域福祉団体等との連携も十分に図

られていない。地域福祉に係る組織

や団体等の現状を調査するなどして

地域福祉活動が活性化するようなシ

ステムづくりをする必要がある。 

地域福祉活動が活性化するシステムづくりに

ついては「施策 02-02 包括的な支援体制の構

築」において地域包括支援センターが地域福祉

向上のけん引役としての役割を果たしていく

ことや「 02-04 生活支援サービスの充実」に

おいて生活支援コーディネーターが地域のネ

ットワーク構築に取り組むことと等に位置づ

けしているところです。  

担当課だけが計画に携わるのではな

く、素案作成の段階からこの計画に

係る部署とも連携してプロジェクト

チ ー ム を 立 ち 上 げ て 検 討 し て ほ し

い。 

様々な計画等の策定や進捗管理に際しては、必

要に応じて庁内の連絡会議やプロジェクトチ

ームを立ち上げる等して庁内の関係課が連携

して取り組んでいるところです。介護保険事業

計画・高齢者福祉計画においても健康・子育て

推進課等関係部署も交え計画策定を進めてき

たところであり、今後も更に庁内横断的な連携

の仕組みづくりを進めていきたいと思います。
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意見の概要  市の考え方  

市全体（官民一体）の協力が確立さ

れなければ、進捗も順調にいかない。

役所の人だけでなく、地域の団体、

住民等の協力を得て、この計画を具

現化して欲しい。 

市では、市社協等の団体をはじめ、

地域との連携を強化するのはもとよ

り、町内会、民生委員、老人会等と

連携をとって、各地区ごとにリーダ

ー研修等を実施して、地域に意識づ

けることが肝要である。 

計画の実施に当たっては、地域の住民や団体と

ともに取り組んでいくことが重要であり、「施

策 02-02 包括的な支援体制の構築」や「施策

02-04 生活支援サービスの充実」において地

域住民や団体との連携について取り組むこと

を位置付けています。  

健康寿命の延伸や認知症の進行を穏

やかにするなどは、現在市社協で実

施の「いきいきサロン」や「友愛事

業」、また、市の包括支援センターの

講習を地域で受けるなど、地域共生

社会として、一人一人が意識してい

く必要がある。 

「施策 01-01 健康づくり・介護予防の推進」

や「施策 01-02 社会参加の促進」において介

護予防出前講座の実施や地域の通いの場の充

実と参加促進など健康寿命の延伸に向けた取

り組みを位置付けており、地域福祉に対する意

識の醸成を図るための研修会等の実施も検討

していきたいと考えます。  

お年寄りがもう少し家で暮せる時間

が長くできる（家族がもう少し楽に

介護出来る）施策があれば、お年寄

りに喜んでいただけると思う。 

本計画の基本理念は、正に「住み慣れた地域で

安心して暮らし続けることができるまちづく

り」としているところです。自立支援や要介護

状態の重度化防止に取り組み、複雑・多様化す

る医療・介護ニーズへの対応を進めることで、

高齢になってもいつまでも住み慣れた地域で

暮らし続けられるまちづくりを目指していき

たいと考えます。  

市民政策コメントについて、政策案

に対し多くの市民から意見を聞くこ

とが目的であるなら、本当に意見が

聞けるスタイルに改めるべきではな

いか。 

・介護保険に関わる諸団体、諸組織

と の 懇 談 交 流 会 を 計 画 的 に 開 催 す

る。 

・介護関係諸組織からの意見、要望

を聞き取る 

・市民公開シンポジウムなどを開催

する 

・従来のパブコメに市民が意見を述

べやすいように今期（当期）の計画

案の特徴点、重点項目を分かりやす

くリストアップしたアンケート方式

の意見募集を追加する。 

市民政策コメントは、市民の皆さまの生活に重

大な影響を及ぼすと考えられる施策の基本的

な事項を定める計画策定に際し、その原案を公

表し、市民の皆さんから寄せられた意見や提言

を計画に反映していくために実施しているも

のです。  
本計画においては「とっとり市報」「鳥取市公

式ウェブサイト」等で計画の概要版も併せて公

表し、24 人の方からご意見が寄せられたところ

であり、今後もより多くの方々からご意見や提

言がいただけるよう、ご意見も参考にしながら

市民政策コメントの実施に努めたいと考えま

す。  
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意見の概要  市の考え方  

介護現場におけるＩＣＴ化の促進を

明記して取組を強化することを計画

してほしい。 

「施策 03-03 介護人材の確保・育成」の施策

の方向性について以下のとおり修正します。  
 
質の高いサービスが適切に提供される体制を

確保するため、ＩＣＴ等を活用した業務の効率

化や研修等による資質の向上に向けた取り組

みを推進します。  

計画の理念、目標等は理解できるが、

実現までの道筋が具体的にイメージ

できない。「自助」「共助」が見えか

くれし、「公助」の役割が見えてこな

い。 

この計画の基本目標とする「地域包括ケアシス

テムの深化・推進を図る」ためには  
①自らの健康管理等の「自助」  
②ボランティア活動や住民組織の活動等であ

る「互助」  
③介護保険等の社会保障制度及びサービスの

「共助」  
④高齢者福祉事業等の「公助」  
のそれぞれが必要とされており、具体的には

「 02-06 権利擁護の推進」等が「公助」に位

置付けられます。  
また、明確には記載されませんが、「自助」「互

助」「共助」「公助」が連動しながら推進される

ことが大切であり、計画全体を通して「自助」

「互助」「共助」を推進するために「公助」が

支援しながら伴走する役割を担っているもの

と考えます。  

NPO や福祉事業者、地縁組織が多様な

生活支援を提供し、担い手となる環

境づくり…とあるが、ボランティア

は長続きせず、持続可能なものにす

るためには、経済的な支援が不可欠

では。 

地域が抱える課題は地域の実情によって異な

り、地域が必要とする生活支援サービスもそれ

ぞれの地域で少しづつ異なります。事業によっ

てポイント制や委託、謝礼金など様々な形態が

考えられますが、今後も、持続可能な取り組み

にしていくために地域の実情に則した支援を

検討していきたいと考えます。  

医療、介護等の連携とあるが、コロ

ナ禍のもと、具体的な経済支援をし

てほしい。 

「施策 02-01 在宅医療・介護連携の推進」に

おいて、医療機関と介護事業所、またそこで働

く多職種の専門職の連携推進を図ることで、住

み慣れた地域で暮らし続けることができる体

制づくりに取り組むこととしており、現在のと

ころ医療・介護の連携において経済的支援を実

施する予定はございません。  
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資料２ 鳥取市介護保険等推進委員会の開催について 

 
（１）鳥取市介護保険等推進委員会設置要綱 

 

（目的及び設置）  

第１条 鳥取市介護保険事業計画及び鳥取市高齢者福祉計画の策定、鳥取市

地域包括支援センターの適切な運営並びに鳥取市地域密着型サービスの適切

な運営の確保にあたり、広く市民の意見を反映するため、鳥取市介護保険等

推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

 

（所掌事項）  

第２条 委員会は次に掲げる事項を処理する。  

（１） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条に定める市町村

介護保険事業計画の作成及び変更に関すること。       

（２） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に定める市

町村老人福祉計画の作成及び変更に関すること。  

（３） 前２号の計画の進捗管理に関すること。  

（４） 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の

６６第２号ロに定める地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な運営の

確保に関すること。  

（５） 介護保険法第４２条の２第５項に定める地域密着型介護サービス費

の額、同法第７８条の２第７項に定める地域密着型サービスの指定及び同法

第７８条の４第６項に定める指定地域密着型サービスの基準に関すること。  

（６） 鳥取市地域ケア会議設置要綱第２条第４項に定める地域ケア推進会

議に関すること。  

（７） その他市長が必要と認める事項  

 

（組織）  

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。   

 

（委員）  

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

（１） 学識経験者  

（２） 地域福祉関係機関の職員  

（３） 介護関係団体の代表者  

（４） 医療関係団体の代表者  
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（５） 地域福祉活動組織の代表者  

（６） 鳥取市社会福祉審議会老人福祉専門分科会の会長及び副会長  

（７） 公募市民  

（８） 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

 

（任期）  

第５条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌々年度の末日ま

でとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（委員会）  

第６条 委員会に委員長１人、副委員長１人を置き、委員の互選によってこ

れを定める。  

２ 委員長は、委員会を総括し、代表する。  

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠け

たときは、  

その職務を代理する。  

４ 委員会に、必要に応じ部会を置くことができる。  

５ 前項の規定により部会を設置した場合の部会の部長は、委員長がその職

に就く。  

 

（会議）  

第７条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。  

２ 委員会の会議には、必要に応じ委員以外の出席を求め説明又は意見を聴

くことができる。  

 

（事務局）  

第８条 委員会の事務を処理するため、事務局を福祉部長寿社会課に置く。  

 

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。  

 

    附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成５年２月１日から施行する。  

（招集の特例）  
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２ 第７条第１項の規定に関わらず、委員長が選任されていない場合に開か

れる会議は、市長が招集する。  

    附 則  

  この要綱は、平成５年４月１日から施行する。  

    附 則  

 この要綱は、平成８年９月２４日から施行する。  

    附 則  

  この要綱は、平成１１年２月２４日から施行する。  

    附 則  

  この要綱は、平成１４年４月２５日から施行する。  

    附 則  

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

    附 則  

  この要綱は、平成２３年６月１日から施行する。  

    附 則  

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

    附 則  

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

    附 則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 

  鳥取市介護保険等推進委員会委員名簿  

      （順不同・敬称略）  

氏名 推薦団体等 備考 

岩城 隆志 鳥取県老人福祉施設協議会 委員長 

田中 彰 鳥取県老人保健施設協会 副委員長 

竹川 俊夫 学識経験者（鳥取大学）  

相見 貴明 鳥取市社会福祉協議会  

竹本 英行 鳥取市老人クラブ連合会  

竹本 匡吾 鳥取県小規模多機能型居宅介護事業所連絡会  

多林 康子 鳥取県介護支援専門員連絡協議会  

足立 誠司 鳥取県東部医師会  
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目黒 道生 鳥取県東部歯科医師会  

安住 慎太郎 鳥取県リハビリテーション専門職連絡協議会  

長谷川 ゆかり 鳥取県看護協会  

清水 真弓 鳥取県薬剤師会  

野澤 美恵子 認知症の人と家族の会鳥取県支部  

橋本 京子 城北地区社会福祉協議会  

垣屋 稲二良 鳥取市社会福祉審議会老人福祉専門分科会  

山本 雅宏 鳥取市社会福祉審議会老人福祉専門分科会  

林 哲二郎 公募委員 

濱﨑 由美 公募委員 

 

 

（２）委員会の開催状況  
 ○令和２年７月２９日（水） 

  策定に向けた課題整理、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の実施

について 等 

 ○令和２年８月２１日（金）  

計画の骨子について 等  

 ○令和２年１０月３０日（金）  

  高齢者人口及び要支援要介護認定者の見込、施設整備方針について 等 

 ○令和２年１２月１日（火） 

 第８期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（素案）について 等 

 ○令和３年２月３日（水） 

 第８期期間中の介護保険料及び第８期鳥取市介護保険事業計画・高齢者

福祉計画（案）について 等 
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資料３ 社会福祉審議会の開催について 

 
（１） 鳥取市社会福祉審議会条例  
 

平成２９年鳥取市条例第４４号  

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」と

いう。）第７条第１項の規定に基づき設置する鳥取市社会福祉審議会（以下

「審議会」という。）に関し、法及び社会福祉法施行令（昭和３３年政令第

１８５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（調査審議事項の特例） 

第２条 審議会は、法第１２条第１項の規定により、児童福祉及び精神障害

者福祉に関する事項を調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２６人以内で組織する。 

（任期） 

第４条 審議会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長の職務の代理） 

第５条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があ

らかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数

で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（専門分科会） 

第７条 審議会に、法第１２条第２項の規定により読み替えて適用する法第

１１条第１項及び第２項の規定により、民生委員審査専門分科会、心身障

がい福祉専門分科会、老人福祉専門分科会及び児童福祉専門分科会を置く。 

２ 各専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

３ 各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び

臨時委員の互選によりこれを定める。 

４ 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 
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５ 前２条の規定は、専門分科会の運営について準用する。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

審議会が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（鳥取市社会福祉審議会条例の廃止） 

２ 鳥取市社会福祉審議会条例（昭和４８年鳥取市条例第４号）は、廃止す

る。 

附 則（平成３１年３月２５日条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

鳥取市社会福祉審議会委員名簿  

（順不同・敬称略）  

氏名 所属団体 備考 

椋田 昇一 鳥取市議会   

田中 節哉 鳥取市社会福祉協議会 老人福祉専門分科会

松田 吉正 鳥取市民生児童委員協議会   

松田 醇 鳥取市老人クラブ連合会 老人福祉専門分科会

藤岡 由美 鳥取市連合母子会   

福田 正美 鳥取市自治連合会   

山根 裕 鳥取市身体障害者福祉協会連合会   

藤原 美江子 鳥取市肢体不自由児者父母の会   

大谷 喜博 鳥取市手をつなぐ育成会   

市谷 貴志子 鳥取市精神障がい者家族会   

松浦 喜房 鳥取県東部医師会 委員長 

髙田 耕吉 鳥取県東部医師会   
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池田 実央 鳥取県東部歯科医師会   

荻原 誉康 とっとり東部権利擁護支援センター   

金谷 達美 鳥取市ボランティア市民活動センター 老人福祉専門分科会

矢部 征 認知症の人と家族の会 鳥取県支部 老人福祉専門分科会

目黒 道生 鳥取県東部歯科医師会 老人福祉専門分科会

山本 雅宏 鳥取市シルバー人材センター 
老人福祉専門分科会

（副分科会長） 

垣屋 稲二良 鳥取県社会福祉士会 
老人福祉専門分科会

（分科会長） 

杉本 正 鳥取市放課後児童クラブ連合会   

森田 明美 鳥取県子ども家庭育み協会   

岡 美智子 
鳥取市私立幼稚園・認定こども園協会 

（認定こども園代表） 
  

村上 美奈子 
鳥取市私立幼稚園・認定こども園協会 

（私立幼稚園代表） 
  

山口 朝子 地域サポートネットワークとっとり   

塩野谷 斉 鳥取大学地域学部 副委員長 

 
（２）審議会の開催状況  
 ○令和２年１２月２５日（金） 

  第８期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）について 

 

（３）老人福祉専門分科会の開催状況  
 ○令和３年２月９日（火） 

  第８期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画（案）について  

 

（３）答申  
 ○令和３年２月９日（火）鳥取市長に答申 


